
議会 議決された議案
　

平
成
18
年
第
４
回
定
例
会
が
12
月
４
日
に
開
会
、

15
日
ま
で
に
各
議
案
を
審
議
し
、
議
決
さ
れ
ま
し

た
。

■
条
例
等

【
制　

定
】

▼
斎
場
条
例

　

新
た
に
五
條
市
斎
場
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た

た
め
、
名
称
及
び
位
置
、
使
用
料
等
を
規
定
。（
公

布
の
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
を
超
え
な
い
範
囲

内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
）

【
一
部
改
正
】

▼
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
条
例

　

ご
み
の
減
量
化
を
推
進
す
る
た
め
、
み
ど
り
園

に
直
接
搬
入
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
手
数
料
を

改
正
（
19
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
）

▼
消
防
本
部
の
設
置
、
位
置
及
び
名
称
に
関
す
る

条
例
等

　

消
防
組
織
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
い
、
本
条
例
ほ
か
４
条
例
の
条
文
の
条
が

ず
れ
た
の
で
整
備
（
公
布
の
日
か
ら
施
行
）

▼
消
防
賞
じ
ゅ
つ
金
及
び
殉
職
者
特
別
賞
じ
ゅ
つ

金
条
例

　

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準

を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
等
の

施
行
に
伴
い
、
文
言
等
の
規
定
整
備
（
公
布
の

日
か
ら
施
行
）

▼
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例

　

消
防
組
織
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
非

常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を

定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行

に
伴
い
、
所
要
の
規
定
整
備
（
公
布
の
日
か
ら

施
行
、
一
部
19
年
10
月
１
日
か
ら
施
行
）

▼
南
和
広
域
連
合
規
約
の
変
更

　

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
規
約
の
一
部

を
変
更
（
19
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
）

▼
奈
良
県
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
金
回
収
管
理
組

合
規
約
の
変
更

　

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
規
約
の
一
部

を
変
更
（
19
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
）

▼
奈
良
県
市
町
村
会
館
管
理
組
合
規
約
の
変
更

　

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
規
約
の
一
部

を
変
更
（
19
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
）

▼
奈
良
広
域
水
質
検
査
セ
ン
タ
ー
組
合
規
約
の
変

更

　

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
規
約
の
一
部

を
変
更
（
19
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
）

■
予　

算

 

【
18
年
度
補
正
予
算
】

▼
一
般
会
計
（
第
４
号
）

　

育
英
会
補
助
金
、
火
葬
場
費
等
の
追
加
、
人
件

費
等
の
減
額 

１
９
，
９
８
４
千
円
を
追
加

▼
老
人
保
健
特
別
会
計
（
第
１
号
）

　

広
域
連
合
設
立
負
担
金
、
医
療
給
付
費
償
還
金

の
追
加 

１
５
，
２
２
３
千
円

▼
介
護
保
険
特
別
会
計
（
第
２
号
）

　

異
動
等
に
よ
る
人
件
費
の
追
加

 

６
，
７
８
９
千
円

▼
水
道
事
業
会
計
（
第
１
号
）

　

異
動
等
に
よ
る
人
件
費
の
追
加

 

３
，
２
５
１
千
円

■
人　

事

▼
監
査
委
員
の
選
任

　

議
員
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
監
査
委
員
に
益
田

吉
博
議
員
を
選
任
す
る
こ
と
に
同
意
（
任
期
：

議
員
の
任
期
）

▼
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
推
せ
ん

  

中
田
良
子
さ
ん
（
大
塔
町
）
を
推
せ
ん
（
任
期
：

３
年
）

■
そ
の
他

▼
奈
良
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
設
立

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
関
す
る
事
務
を
県
下

39
全
市
町
村
が
共
同
処
理
す
る
た
め
の
広
域
連

合
を
設
立

▼
工
事
請
負
契
約
の
締
結

  

複
合
施
設
建
設
工
事
を
一
般
競
争
入
札
の
結
果
、

３
６
７
，
５
０
０
千
円
で
契
約

■
意
見
書

　

意
見
書
１
件
を
可
決
し
、
内
閣
総
理
大
臣
を
は

じ
め
関
係
大
臣
に
送
付
し
ま
し
た
。

▼
全
国
森
林
環
境
税
の
創
設
を
求
め
る
意
見
書

※
備　

考

　

条
例
等
議
案
の
名
称
は
簡
略
に
し
て
あ
り
ま
す
。

（
例
）

　

・
五
條
市
斎
場
条
例⇒

斎
場
条
例

　

・
平
成
18
年
度
五
條
市
一
般
会
計
補
正
予
算　

（
第
４
号
）⇒

一
般
会
計
（
第
４
号
）

　

・
平
成
19
年
４
月
１
日⇒
19
年
４
月
１
日

　

今
定
例
会
で
は
、
正
・
副
議
長
な
ど
の
役
員
改
選
が
行

わ
れ
、
議
長
に
は
、
寺
本
保
英
議
員
、
副
議
長
に
は
、
佐

久
間
正
己
議
員
、
監
査
委
員
に
は
、
益
田
吉
博
議
員
が
選

出
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　

寺
本　

保
英　

議　
　

長

　
　
　
　
　
　
　

佐
久
間
正
己　

副
議
長

　
　
　
　
　
　
　

益
田　

吉
博　

監
査
委
員

　

な
お
、
常
任
委
員
会
、
議
会
運
営
委
員
会
お
よ
び
特
別

委
員
会
の
委
員
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

（
平
成
18
年
12
月
15
日
選
任
、
◎
は
委
員
長
、
○
は
副
委

員
長
、
敬
称
略
）

総
務
文
教
常
任
委
員
会

　

◎
黄
木
英
夫

　

○
大
谷
龍
雄　
　

寺
本
保
英　
　

花
谷
昭
典

　
　

山
田
由
比
己　

池
上
輝
雄　
　

太
田
好
紀

厚
生
常
任
委
員
会

　

◎
樫
塚
凱
一

　

○
田
原
清
孝　
　

山
本
久
和　
　

峯
林
宏
政

　
　

益
田
吉
博　
　

藤
冨
美
恵
子　

川
村
家
廣

建
設
経
済
常
任
委
員
会

　

◎
榮
林
末
次

　

○
西
本
幸
洋　
　

土
井
康
嗣　
　

佐
久
間
正
己

　
　

北
山
和
生　
　

西
尾
彦
和　
　

山
田
澄
雄

議
会
運
営
委
員
会

　

◎
土
井
康
嗣

　

○
西
尾
彦
和　
　

花
谷
昭
典　
　

北
山
和
生

　
　

藤
冨
美
恵
子　

川
村
家
廣　
　

太
田
好
紀

地
域
活
性
化
特
別
委
員
会

　

◎
藤
冨
美
恵
子

　

○
西
本
幸
洋　
　

榮
林
末
次　
　

寺
本
保
英

　
　

益
田
吉
博　
　

川
村
家
廣　
　

太
田
好
紀

五
條
駅
南
北
道
建
設
促
進
及
び
市
街
地
整
備
特
別
委
員
会

　

◎
池
上
輝
雄

　

○
土
井
康
嗣　
　

黄
木
英
夫　
　

花
谷
昭
典

　
　

山
本
久
和　
　

北
山
和
生　
　

山
田
澄
雄

自
然
環
境
及
び
吉
野
川
対
策
特
別
委
員
会

　

◎
西
尾
彦
和

　

○
樫
塚
凱
一　
　

田
原
清
孝　
　

大
谷
龍
雄

　
　

佐
久
間
正
己　

峯
林
宏
政　
　

山
田
由
比
己

定
数
等
検
討
特
別
委
員
会

　

◎
山
本
久
和

　

○
峯
林
宏
政　
　

黄
木
英
夫　
　

山
田
由
比
己

　
　

藤
冨
美
恵
子　

太
田
好
紀　
　

西
本
幸
洋

第４回定例会

議
長
に
寺
本
保
英
議
員
を
選
出

�議決された議案




